
 

1 

 

【２０１５年 3 月 10 日大阪府茨木市議会本会議】 

日本共産党畑中たけし議員の「民間彩都東部開発について」 

民間彩都東部開発についておたずねします。 

（質疑内容）彩都東部地区の基本的見解について 

一つ目に、茨木市の民間彩都東部開発についての基本的見解をあらためて求めます。 

民間彩都東部開発に対する日本共産党の一貫した主張は、第一に、ＵＲは閣議決定に基づき後継の民

間彩都東部開発から完全撤退せよということです。ＵＲは施行者からは撤退しましたが、水面下で民間

事業者の救済のために国文都市地区東部地区事業見直し方策検討案（以下、ＵＲ見直し検討素案という）

を作成し、さらに今回、ＵＲは具体的な東部中央地区の個人施行土地区画整理事業では事業の施行者と

して、「フジタ」と「パートナー企業ＵＲサポート」をスカウトしています。第二に、ＵＲ作成の見直し

検討素案は明らかに「乱開発」、「環境破壊」、「民間事業者救済」の計画案であり、直ちに中止撤回する

こと。第三に、計画見直しのノウハウや技術力があるのはＵＲだけとはいえ、見直し検討素案推進の手

足になっている大阪府、茨木市、彩都推進協議会も事業推進から撤退するよう求めるものであります。

あらためて市の見解を求めます。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 彩都東部地区の整備事業に関しまして私の方からご答弁をいたします。 

彩都東部地区検討会でとりまとめられた「彩都東部地区の今後のまちづくり方針」に基づき、府、市

や都市再生機構等の関係者が連携して、全体の整合性を図りながら、事業化に向けての取り組みを進め

ております。本市も府をはじめとした関係者とともに、引き続き事業の推進を図っていく考えでござい

ます。また、都市再生機構は、事業の施行者でなくなったわけでありますが、東部地区内の土地保有者

として、また、これまで彩都建設の主体として事業を進めてきており、今後も同様に、事業評価監視委

員会の意見などを踏まえ、東部地区の事業に関わりを持ち続けられるものと考えております。 

（質疑内容）ＵＲが作成した民間東部開発見直し検討素案の茨木市･大阪府との協議状況

と合意状況について 

ＵＲの説明資料の作成リストには平成２１年１１月１７日に大阪府と茨木市に以下の資料を提供し協

議したと記録されています。国文都市地区東部第二名神周辺計画図高速道路縦断の区画整理事業の造成

計画への縦断、同じく平成２２年１月１３日に事業見直し素案として、土地所有者別一覧、土地利用計

画、切り土盛り土計画、小中学校公益施設配置計画、用途地域計画、都市計画道路・主要区画道路計画、

都市公園配置計画、当初計画とＵＲ見直し検討素案の事業費比較、３地区の資金計画、工事・宅地処分

計画、区画整理事業費の内訳と府・市の協力費、事業見直し案の比較、同じく平成２２年１月２０日に

土地利用計画変更対象図、造成計画平面図、縦断面図、切り土盛り土計画図、同じく平成２２年１月２

９日には造成断面図、給水区域・配水等上水道計画図、汚水排水計画図、雨水排水計画図、調整池流域

図、３地区宅地完成図、国文東部地区年度別人口･戸数フレーム、同じく平成２２年２月１５日付けで、

土地利用計画更新案、整理前後単価、東部中央地区分割案、区画整理（都市計画道路）補助内訳、同じ

く平成２２年２月２５日には府・市提出資料リスト、地権者への送付資料（東部だより）、地元説明会資

料などです。彩都協議会にも同様の各種ＵＲ見直し検討素案が提出され説明したとの記録があります。

間違いないかどうかおたずねします。 



 

2 

 

またそれぞれのＵＲ見直し検討素案のＵＲと茨木市、大阪府の協議状況と合意状況についておたずね

します。 

三つ目に、東部中央北地区、中央東地区、中央南地区など３地区区画整理事業を含む全体のＵＲ見直

し検討素案についておたずねします。 

彩都東部地区全体の人口計画と戸数フレームは「ＵＲ当初計画」では居住人口３万人、戸数９９００

戸、施設人口９２８０人となっていましたが、「ＵＲ見直し検討素案」では居住人口２０７００人、戸数

６９００戸、施設人口１０３００人となっています。「ＵＲ見直し検討素案」面積内訳では中高層等計画

住宅地が１８㌶、戸建て等計画住宅地が６１㌶、一般住宅地が２０㌶、合計９９㌶の住宅地。商業地と

施設導入地区など事業用地面積が１０３㌶となっています。また整理後の単価見込みも平方メートル当

たり６１０００円～６８０００円と計画の実態からして高額です。彩都西部地区箕面市域には多数の宅

地が売れ残っています。また土地区画整理運用方針でも、「これまでのような宅地需要は見込めない。事

業にあたっては資金計画のうち、保留地に関する価格等の観点は適正なものであるか充分な精査が必要」

としています。住宅地及び事業用地の宅地需要から見ても、保留地処分予定価格から見ても事業計画に

妥当性はありません。こうした人口計画、とくに居住人口計画見直し案に対する茨木市の見解を求めま

す。整理後の単価見込みについても認可権者茨木市の見解を求めます。さらに個人地権者の一般住宅地

概算減歩率は７０～８０％と高率です。個人地権者の意向の状況と茨木市の見解を求めます。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 都市再生機構が、平成２２年に作成した検討素案は、事業化に向けてのひとつの事例と

して、都市再生機構が独自に作成されたもので、その内容につきましては、説明は受けておりますが、

具体的な協議や合意を図るものではございませんでした。また、具体的な事業計画案でないことから、

人口計画、整理後の単価（見込み）見直しや減歩率につきまして、本市としての意見を述べ、議論する

ような性格のものではないというふうに考えております。なお、一般地権者は、高減歩率になることは

避けて欲しいけれども、民間企業の活力を活かした土地区画整理事業による事業化については、賛成す

ると（の）言った意見が大半であったと聞いております。 

（質疑内容）先行２エリアについて 

四つ目に、東部中央地区東エリア、東部南地区山麓線南エリアなど先行２エリアの土地区画整理事業

についておたずねします。 

二つのエリアの茨木市の財政負担についておたずねします。「ＵＲ見直し検討素案」では全体の道路、

排水の補助裏負担２３．２億円、配水池用地費で８．７億円、街路・道路、準用河川、公共下水道１６．

３億円合計４８．２億円の負担とされています。先行２エリアの土地区画整理事業の市負担額のエリア

別、事業別内訳をお示し下さい。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 まず、地区内の、区画整理事業地区内でございます。地区内の公共施設整備には、基本

的に本市が負担することはないというふうに考えております。地区外の関連公共施設の整備内容や費用

負担の詳細につきまして、施工予定者等と現在調整中でありますが、一般会計予算の概算ベースでいき

ますと、今後本市が負担する地区外公共施設整備に関しましては、山麓線周辺地区では、山麓線４工区

が５億円、水路整備が約１億円を見込み、中央東地区では、本市の負担は発生しないと見込んでいます。 

（質疑内容）先行エリアにおける宅地造成等規制法の手続きについて 
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次に、提出された事前協議書に対する市の回答では「先行２エリアの宅地造成等規制法に係わる手続

きについて協議すること」としていますが、相当な造成計画の変更もあります。「当該地区防災計画検討

委員会報告書」によれば、「馬場断層破砕帯は予想以上に広い。破砕帯含む地盤の造成施工は充分な注意

が必要。断層沿いの地盤は脆弱化が著しい。法面の安定性や構造物基礎地盤には充分な造成計画が必要。

地下水が多く湧水に対しても適切な配慮が必要。」当該の２地区とも花崗岩マサ土地域です。あらためて

の詳細な許可手続きを行うよう求めます。 

（茨木市答弁） 

大塚市都市整備部長 先行２地区での土地区画整理事業計画の認可に関しましては私の方から答弁申

し上げます。 （先行エリアにおける）宅地造成等規制法の手続きについてありますが、法令等で定め

られた技術基準等に基づき、適正に審査してまいります。 

（質疑内容）周辺関係住民への説明について 

次に、同じく「開発指導要綱を順守すること」としていますが、先行２エリアの要綱に基づく「標識

の設置」、「関係住民への説明」はどうなっているのかおたずねします。 

（茨木市答弁） 

大塚市都市整備部長 先行エリアにつきましては、昨年の６月から７月にかけまして、東部地区に関

係する７自治会の住民を対象に、開発計画案の概要等の説明会を実施し、１０月には、都市計画変更案

についての説明会も開催しております。また、今後、事業計画案につきまして、標識の設置まで求めて

おりませんけれども、関係する自治会住民への説明会を実施すべく、現在、施行予定者において、日程

の調整を行なっているところと聞いており、関係住民に対しまして、一定の周知が図られるものと認識

しております。 

（質疑内容）個人施行の土地区画整理事業について 

次に、「ＵＲ見直し検討素案」では組合施行で試算していたのが、個人施行になった理由をお示し下さ

い。各認可権者の自治体では個人施行土地区画整理事業の場合の事務取扱要領を定めていますが、茨木

市はどうなっているかおたずねします。 

（茨木市答弁） 

大塚市都市整備部長 つづきまして、個人施行になったということで、ございますが、両エリアとも、

土地区画整理法で規定された土地区画整理組合設立の要件である７人以上の権利者が（いないことから）

おりませんので、個人施行（で実施されることになります。）の区画整理となります。なお、（本市は、

個人施行の場合の事務取扱要領はなく、）区画整理事業に対する事務取扱要領を定めておりません。また

開発指導要綱の適応対象外でありますが、土地区画整理法や施行令で定められた内容だけでなく、事業

認可にあたりましては、指導要綱に示している指導基準を基本に、施行予定者と協議調整を行なってい

るところでございます。 

（質疑内容）「国際文化公園都市」から「国際物流施設都市」への変身について 

次に、ＵＲ検討素案全体計画の施設導入地区は９５㌶のうち、第二名神近接の東部中央北地区に３８

㌶としています。この計画はともかく、先行２エリアでは山手台隣接の東部中央地区東エリアに同じく

３２㌶、東部南地区山麓線南エリアに２５㌶も配置され、当初のＵＲ検討素案よりさらに増えました。

また用途地域の準工業地域への見直しも強行されました。二つのエリアの宅地はすべて事業用地。「国際

文化公園都市」から「国際物流施設都市」と改名したらどうですか。見解を求めます。 
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（茨木市答弁） 

中岡市理事 国際文化公園都市は東部地区の一部だけでなく、西部・中部地区も含めて全体的に形成

されるものであります。今後も社会経済情勢の変化等を的確にとらえて、複合機能都市の形成に向けて

取り組むこととしており、改名は考えておりません。 

（質疑内容）土地区画整理法施行規則第９条第８号の関係について 

土地区画整理事業法施行規則第九条第８号では、「施行地区及びその周辺における環境保全」が明記さ

れています。大型物流施設の集中立地で環境破壊が危惧されています。施行規則に違反していませんか。 

（茨木市答弁） 

大塚市都市整備部長 本号は環境保全における留意事項として、造成等に関して、防災上の安全や緑

地の保全・回復などの観点から必要な措置を講じられるこが望ましいという趣旨で定められているもの

で、（土地区画整理事業計画の認可にあたっては、その趣旨を踏まえ、適切に審査してまいりたいと考え

ております。）この趣旨に基づき、審査してまいりたいと考えております。 

（質疑内容） 先行エリアが山手台隣接地域に（集中）配置していることについて 

また山手台隣接地に集中配置した理由と経過をお示し下さい。また茨木市の見解もお示し下さい。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 （事業の実施は、）同地区の周辺の道路や上下水道などの施設整備の状況や新名神、現名

神高速道路との近接性などを踏まえ、先行２地区での事業化が図られるものであります。（この先行エリ

アの事業化は、）この地区の事業化につきましては、雇用機会の拡大などによります地域経済活性化など

本市の発展につながるとともに東部地区の残りのエリアの事業化にもつながるものと考えております。 

【畑中たけし議員の２問目質疑と市の答弁】 

 

（質疑内容）都市再生機構の見直し検討素案に関することについて 

大きな二点目の民間彩都東部開発についてあらためておたずねします。ＵＲは後継の民間彩都東部土

地区画整理事業に対して、どういう立場なのか。区域内の一土地所有者の立場を逸脱しているのは明白

です。結局「見直し検討素案」等の後継案を策定するノウハウと技術力を保有しているのはＵＲだけで

はないでしょうか。茨木市の法的手続きの審査もＵＲのデータに頼っているのではないでしょうか。Ｕ

Ｒ文書では「『ＵＲ見直し検討素案』は東部地区について事業計画を抜本的に見直した案であり、地元公

共団体等の関係者と協議･調整を行うものである」と作成目的を明記しています。「市説明会」「地元説明

会」「彩都協議会」「地権者説明会」にはすべて「ＵＲ見直し検討素案」が使用されています。そうした

ものには茨木市も出席しているのではないでしょうか。「地権者説明会」でＵＲが地権者向けに発行して

いる「彩都東部地区だより」通算５号には人口計画、整理後の単価見込み、減歩率について詳細に掲載

されているのではないでしょうか。それぞれ答弁を求めます。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 （見直し検討案は、）この素案につきましては、都市再生機構が、事業化に向けてのひと

つの事例として、独自に作成したもので、具体的な事業計画（案）ではございません。先行エリアの具

体的な事業化に関する技術的検討や法的手続きに必要な区画整理事業計画（案）の検討等は、それぞれ

の施行予定者が、自ら実施されるのが基本と考えております。また、説明会等に関することにつきまし

ては、本市も出席しました見直し検討素案の地権者説明会や東部地区便り等で、見直し検討素案が提示
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されておりますが、それ以外の説明会や東部地区検討会では、見直し検討素案の（説明や議論）議論あ

るいは説明、こういったものはなかったと認識しております。 

（質疑内容）都市再生機構が２月に入札手続きした検討業務について 

さらにおたずねします。ＵＲは２７年２月２日付けで、国文都市地区東部後発地区に係わる事業化案

等検討業務の入札手続きを行っています。内容は東部北地区３エリア、中央西地区３エリア、東部南地

区山麓線北エリア合計７エリアの造成計画図、切り盛り土量図、概算事業費算定、事業フレームの検討、

課題整理、関連公共施設の概略検討などです。この業務は「彩都推進協議会」の依頼に基づくものであ

るかどうかおたずねします。経費負担についてもおたずねします。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 都市再生機構が、事業評価監視委員会からの「東部地区の技術支援に取り組むべき」と

の意見を踏まえ、都市再生機構の経費負担のもと、自ら実施されるものと認識しております。 

（質疑内容）全体計画に関することにについて 

仮に、この計画を推進するとしても、計画が「こまぎれ」、「さみだれ」、「ばらばら」にならないため

には、全体計画の見直し先行が不可欠です。市の見解を求めます。そのマスタープランの協議や合意は

どうなっているのでしょうか。「推進協議会」にそのノウハウや技術力はあるのですか。結局、「ＵＲの

見直し検討素案」は協議や合意を図るものではないと言いながら、「ＵＲ見直し検討素案」に頼っている

のではありませんか。それぞれ答弁を求めます。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 東部地区の事業化にあたっては、東部地区の全体の方針として、平成２５年度に東部地

区検討会でとりまとめられた「今後のまちづくり方針」に基づき、（残った）各エリアのインフラ整備へ

の影響など、全体の整合性を図りながら、関係者が連携して事業化に向けて進めていくことを確認して

おり、見直し検討素案に基づき、進めていくものではございません。なお、彩都協議会は、技術的な観

点も含め、東部地区の事業化に関する関係者間での調整機能を担っておるものと認識しております。 

（質疑内容）関連公共施設の整備費について 

「山麓線周辺地区」の市負担額山麓線第４工区約５億円、水路整備１億円との答弁がありましたが、

これの用地費、工事費、負担割合など、具体的な費用負担についてご説明下さい。ＵＲ文書の山麓線先

行整備の「土地区画整理事業内における山麓線整備に係わる検討」では、第１期工事における山麓線整

備概算事業費は案Ａでは１６．０億円、案Ｂでは１３．０億円としています。市負担５億円はこれに基

づく負担ではありませんか。また「中央東地区」は地区内、地区外も含めて道路、排水の補助裏負担、

配水池用地費、街路・道路、準用河川、公共下水道の茨木市負担はないという理解で良いですか。答弁

を求めます。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 本市が検討いたしました平成２７年度以降の山麓線４工区の概算事業費は、総額約１１

億円で、その内用地費は約１億円強、工事費は約９億円でございます。その内、全体として市の負担額

として約５億円を見込んでいるところでございます。また、水路整備の概算事業費は、総額約１億円で、

用地費は約２,０００万円、工事費は約８，０００万円を見込んでおり、すべて本市負担で整備する予定

でございます。お示しの中央東地区に関する公共施設整備につきましては、山麓線周辺地区と同様に、

土地区画整理事業相当分は施行者が負担するとこういったことを基本に現在施行予定者と協議調整をお
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こなっており、（一般財源ベースでは、）本市の負担は（ないと考えております。）発生しないと見込んで

おります。 

（質疑内容）施設人口と地区計画の関連について 

次に先行２地区のそれぞれの居住人口と施設人口の予測についておたずねします。いずれも施設人口

がほぼすべてというのは、地区計画の内容に反しないでしょうか。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 東部地区の先行エリアへの施設系土地利用の導入は、彩都のコンセプトである複合機能

都市の形成を図るための都市づくりを実現するという地区計画の（目標や土地利用）方針に整合するも

のと考えております。なお、地区計画は、良好な市街地（環境）の形成等を図るため、地区内の建築物

に一定の制限等を行う制度であり、（人口予測を記載し、その誘導や）人口等について担保を図るような

ものではないと思っています。 

（質疑内容）山手台隣接地に事業用地が立地することについて 

山手台隣接地に全体の事業用地が集中立地している問題ですが、良好な住宅地が形成している山手台

の隣接地への環境保全についてより、「経済の活性化」を優先させたのでしょうか。それぞれ市の答弁を

求めます。 

（茨木市答弁） 

中岡市理事 先行エリアにつきましては、開発区域縁辺部に緩衝緑地帯を配置するなど、住環境への

影響に配慮した計画とされておりますが、今後、事業化にあたりましては、周辺環境や交通状況への影

響に十分配慮するよう、施工者と協議調整しつつ、雇用機会の拡大などによります地域経済活性化など

本市の発展につながるよう取り組んでいきたいと考えております。 

 

【畑中たけし議員の３問目質疑と市の答弁】 

 （質疑内容）先行地区の事業計画の認可について 

また先行２地区の事業計画認可について重ねておたずねします。すでにＵＲは平成２２年３月に東部

３地区土地区画整理事業計画－ＵＲ検討素案を策定し、大阪府や茨木市に提示しています。ＵＲと民間

事業者が筋書きを作って、府や市や協議会が忠実に演じるというのが、現在の図式です。ＵＲは建前で

は、「１地権者の立場は逸脱しない」といいながら、実質的には従来の施行者の立場を継続しています。

認可権者の茨木市もＵＲの引いたレールの上を粛々と作業を進め、３月には認可するとしています。あ

まりにも無責任ではないでしょうか。市の見解を求めます。宅地需要の見通しや保留地の処分予定価格

の可否についてなど、法や施行令、施行規則、運用指針に沿って慎重かつ厳正な審査が行われるのでし

ょうか。答弁を求めます。 

（茨木市答弁） 

 大塚市都市整備部長 先行２地区の事業認可でありますが、これは施行予定者がそれぞれ策定した事

業計画案に対しまして、すでに決定しております地区計画などの都市計画の内容や土地区画整理事業法

などの関係法令の（技術基準等）規定に基づき、認可権者として責任をもって、（適正に）審査してまい

ります。 

 


